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を
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よ
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職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
六
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
二
号
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
職
員
の
高
齢
者

部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。


